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発信元 :盆明覚大阪市会議員団

質問 1

大阪市内には、総人口の約5%もの夕1国籍住民が暮らしています。2015年の

特胃」区設置の住民投票においては、外国籍住民の投票権が認めIBれず、数多くの

ご意見を頂戴しておりました。

大阪市の将来を決定す甚重要な住民投票への投票権を認めて欲しいという、

タト国籍住民の方の思いをしっかり受け止めております。

しかし、特別区設置の住民投票は、国で定められた「大者F市法Jの規定に基づ

くものであり、住民投票については公職選挙法を準用して実施されます。

よって、国においてタト国籍住民への投票権について検討を進めるべきと考え

ます.

質問 2

市民の生命・健康・生活を守るため、新型コロナウイブレス感染症対策を金力で

取り組むことは非常に重要であり、/Ak明党においても最優先手項です。

モれとともに、今後、至」来する少子・高齢イL社会を見据え、大阪の中長期的な

ビジョンを示す特月J区設置については、数年にわたり議論を積み上げてきまし

たので、継続していくべきと考えております。

よって、懸念されています新型コロナウイルス感染症の第 2波・第3波等の感

染症の状況に注視しながら、住民投票を実施していくべきと考えます.


